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研究成果の概要（和文）：本研究では、インターナショナル・ミニマムを世界共通課題としてと

らえ、普遍的な立場からこれを国際レベルの政治機構を通じて組織・制御することの妥当性を

問うた。またナショナル・ミニマムを国レベルの政府によって組織・制御する具体的な制度が

問われ、分節的な構成による組織・制御が展望される一方で、私たちが有する社会・政府観の

再検討が提起された。全体として、国際レベルから地域レベルへといたる多元・重層的な政治

を構想することができたのではないかと考える。

研究成果の概要（英文）：In this study, we questioned the validity, to organize and control the
international minimum that are considered as a global common task, from a universal
standpoint, through a political institution at an international level. We also asked the
concrete institution to organize and control the national minimum by a national
government, and surveyed an organization and control by a articulated construction. On
the other hand, the necessity to reconsider our views about the society and government
were brought up. As a whole, we think we were able to envisage a pluralistic and
multilayered politics from the international level to the local level.
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１．研究開始当初の背景

市民社会（civil society）概念は、18 世紀
のスコットランド啓蒙思想等において、国家
とは区別される独立の領域として想定され
るようになった。その後、ヘーゲルもまた、
この領域を国家とは異なる、しかし市場に完
全に還元することはできないアソシエーシ

ョン的な領域を含むものとして定式化した。
ヘーゲルの議論を継承したマルクス主義に
おいては、将来における共産主義社会の成立
が前提とされる中、市民社会はもっぱら資本
主義段階での「ブルジョワ社会」すなわち市
場的な人間関係を指す言葉に転換された。
1980 年代以降、東欧の「社会主義」国家で
は、きわめて統制的な国家の現実に対して、
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それに代わる新しい秩序を模索する試みと
して、新たな市民社会論が盛んとなり、その
後の民主化にも寄与した。そこには戦後日本
において、マルクス主義内部から生じた市民
社会論と通底するものも存在していた。マル
クス主義の通説に抗しつつ、マルクス自身の
中に可能性を追求しようとする議論である。

こうした市民社会論は、その後、西欧・北
米にも導入され、1990 年代以降、政治理論
の領域で影響力を強めた。高度に産業化され
た地域において、市場における経済的な交換
関係が全面化し、社会的な紐帯そのものが失
われつつあるという危機感が共有されたこ
とがその背景にある。すなわち、市民社会は、
一方で市場的なものに対抗し、他方では官僚
制を軸とする国家的なガバナンスとも異な
る第三の領域として、希求されることになっ
たのである。しかしながら、国家と市民社会
をもっぱら対立的に考えることが、今日、ど
こまで維持可能かについてはさまざまな考
え方がありうる。たとえば、福祉国家（ない
し福祉社会）の実現にあたっては、いわゆる
市民社会的なセクター(NGO,NPO など)の活
動が必要であるが、同時に強制的な再配分シ
ステムとしての国家の役割も大きく、両者を
どこまで切り離すことができるのか。また、
市場がその役割を増す中で、利潤に還元でき
ない公共性を担う点で、国家と市民社会が連
携する側面も指摘されうる。

他方、立憲主義（constitutionalism）概念
は、萌芽的には中世にまで求められることが
ある。キリスト教会の中の頂点に位置する教
皇の決定はどこまで及ぶのか、という問題に
対して、一定の制限を必要とするとした議論
から生まれたとするものである。その制限は
教会の構成（constitution）から自ずと存在
するはずのものとされた。公会議主義と呼ば
れるこうした思考が中世末期において存在
したことに注目して、近代立憲主義の萌芽的
形態であるとする議論が存在する。むろん、
これが近代立憲主義にそのまま導入された
かどうかについては論争的だが、近代国家に
おける君主と議会の関係は教会における教
皇と公会議の関係とパラレルなものでもあ
った。中世の教会の権威が後退し、それに代
わる新たな秩序の担い手が必要となると、イ
ギリスのエドワード・クック以降の法学者た
ちが形成した、国制（constitution）による
君主の権限の制約と、臣民の権利の保障の理
論が近代立憲主義の先駆的思考形態となる。

またホッブズの主権論からその社会契約
論的構成を受け継いだロックにおいて主権
は、市民社会における個々人の自然権を保護
するために形成されたものであり、その成立
原理からして一定の制限を有する。このよう
なロックの議論は、フランスの啓蒙主義者た
ちの間にも広まり、定着して行った。こうし

たロックの理論は 18 世紀後半に連続してお
きたアメリカ独立、フランス革命に影響を与
え、明文憲法を成立させる。それらの明文憲
法は自然権として認識された自由権的人権
を国家の権力から保護することを目的とす
るものであり、その成立は近代立憲主義の確
立を意味した。このように立憲主義は、一般
的には、国家権力を制限するための手だてを
憲法制度に求めるものであると考えられて
きた。しかしながら、市民社会論との関係に
ついて述べたように、今日、国家をもっぱら
制限されるべき対象と見なすことには、一定
の限界があるとも考えられる。とりわけ市場
との対抗関係を意識すれば、現代的な社会権
的人権を保障するために国家に積極的な意
義を見出す可能性がある。

２．研究の目的

以上の背景をふまえて、これまでいずれも
国家との対立を強調してきた市民社会論と
立憲主義論とを比較しつつ、両者と国家との
関係を再構成するというのが本研究の目的
である。本研究では、大きく次の３点を解明
した。第一は、グローバルレベルにおける市
民社会論と立憲主義の射程であり、第二は、
ナショナルレベルにおける市民社会論と立
憲主義の限界である。第三は、ローカルレベ
ルにおける市民社会論と立憲主義の可能性
である。

第一のテーマは、ある特定の国家ないし社
会の一体性を前提とする市民社会論・立憲主
義が、現在のグローバル的な状況の中でどこ
まで維持できるか、という点にかかわる。閉
ざされた単位において発展した市民社会
論・立憲主義が、それより大きな単位との関
係で相対化される過程を検討する。第二のテ
ーマは、いわゆる先進諸国は立憲的に構成さ
れ、その市民社会は市民的自立性が担保され
ているにもかかわらず、その内部に所得など
の新たな分断線が引かれている現状を、どう
考えるかという問題意識に基づく。国家と市
民社会という二分法に依拠した、これまでの
市民社会論と立憲主義論が、この新たな分断
に対してもっている有意性と限界を客観的
な視点から解明する。その際、そうした対立
的な見方を必ずしもとらない共和主義（とり
わけ連邦制を採用するアメリカの共和主義）
と国家学（とりわけ団体概念を採用するドイ
ツの国家学）の議論を参照することは、先述
した第一のテーマとの関係からも有意義で
ある。第三のテーマのもとでの研究は、国家
（政府）と社会との関係を、ローカルな次元
も視野に入れた重層的な構造の中で捉え直
すことで、この関係についてのより成熟した
見方を得ることを目的とする。具体的には、



市民の生活権を日常的に実現して行くうえ
で不可欠になっている市民社会と身近な行
政の連携を、地域の観点から検討する。

３．研究の方法

本研究では大きく、Ⅰ．グローバルレベル
における市民社会・立憲主義の射程、Ⅱ．ナ
ショナルレベルにおける市民社会・立憲主義
の限界、Ⅲ．ローカルレベルにおける市民社
会・立憲主義の可能性の３点について、立憲
主義、市民社会と国家の関係を再構成する視
点から分析を進めた。具体的には、①主権国
家を前提とする立憲主義とグローバル化と
の関係についての歴史的・理論的分析、②国
家学についての徹底的な再検討と、現代にお
ける国家学の構想、③セキュリティ意識の高
まりと、権力のコントロールについての分析、
④共和主義論・市民社会論の系譜と交錯につ
いての分析、⑤日米欧におけるローカルレベ
ルの現状を踏まえた、市民社会論における国
家の再検討などを行った。

４．研究成果

本研究では、国家と市民社会、そして国家
と憲法との関係のあり方を政治学の新たな
知見を踏まえつつ総合的に研究した。上述し
たように、これまでの市民社会論・立憲主義
は、ナショナルなレベルでの国家（政府）と
これに対峙する自律した社会という図式の
もと両者の対立、制限に焦点をあてる見方が
支配的であったが、この見方は、市場のグロ
ーバル化や、ローカルレベルで政府が市民社
会と連携することの必要性の高まりという
趨勢のなかで見直しを迫られている。したが
って市民社会論・立憲主義を、ナショナルな
レベルに収斂させるのではなくグローバル
レベル、ローカルレベルの重層的な構造のな
かに位置づけ直して論じた。このことによっ
て市民社会論・立憲主義に、グローバル化お
よびローカル化が要請する課題に対して対
応力をもちうる視野を与えた。

また、現在の政治課題に対する政策提言の
基礎づけを試みた。たとえば、目下の課題と
して市場の競争と福祉の問題が挙げられる。
市場の競争によって福利が増進するという
立場と、逆に市場の競争を通じてでは確保で
きないような福利を重視する立場が存在す
る。前者は市民の経済的自由権を重視して国
家の介入を抑制する立場につながるが、後者
は、社会権的人権を重視して、国家による自
由を想定する。こうした自由権と社会権のバ
ランスをどうとるか、あるいは社会権が認め
られるのはどこまでかについて、明確な基準

が構成されているとはいえない。さらに、市
場を通じてでは供給できないような福利を、
社会権に依拠することで国家が供給すべき
なのか、それは質や量において十分な期待が
できないために（NPO や NGO といった）市民
社会の中のアクターたちによる供給を要請
すべきなのかについても一貫した方針の一
致をみているわけではない。こうした問題は、
国家と憲法、国家と市民社会の関係の結節点
にあり、争点整理が要請されている分野でも
ある。国家・憲法・市民社会の関係における
争点の体系的な整理は未だなされてきてお
らず、上記分野における政策は、必ずしもこ
うした争点整理を経たうえで行われてきて
いない。ゆえに本研究では、国家と憲法、国
家と市民社会の関係を相互的に考察し、再構
成することを通じて、市場の競争を前提とし
つつも社会的連帯や社会権的人権に配慮し
うる政策提言の理論的基盤を提示すること
を試みた。

すなわち市場のグローバル化にたいして
は、インターナショナル・ミニマムを設定し、
これを国際レベルの政治制度を通じて組
織・制御する。またナショナル・ミニマムを
設定し、この課題領域を国レベルの政府がに
なう。さらにローカルレベルを重視する分節
的構成を展望し、全体として、国際レベルか
ら地域レベルへといたる多元・重層的な政治
を構想することである。

以上の研究成果は、本研究を遂行するにあ
たって拠点とした法政大学現代法研究所の
叢書の一つとして 2011 年度中に図書として
公刊する予定である。
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